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令和２年度における消費税転嫁対策の取組と今後の取組について 

 
 

令 和 ３ 年 ６ 月 ４ 日 
公 正 取 引 委 員 会 

はじめに 

公正取引委員会は，平成 26 年４月１日及び令和元年 10 月１日の消費税率の

引上げを踏まえ，消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から，「消費税の

円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関

する特別措置法」（平成 25年法律第 41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」

という。）に基づき，消費税の転嫁拒否等の行為（以下「転嫁拒否行為」という。）

に対する迅速かつ厳正な対処のための取組と，転嫁拒否行為の未然防止のため

の取組を進めてきたところ，令和２年度における消費税転嫁対策に関する取組

状況は以下のとおりである。 

 

第１ 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組 

１ 転嫁拒否行為に関する情報収集 

(1) 転嫁拒否行為等についての相談対応 

公正取引委員会は，転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報

提供を一元的に受け付けるための相談窓口を，本局及び全国の地方事務

所等に設置しており，令和２年度において，553件の相談に対応した（第

１表参照）。 

 

第１表：転嫁拒否行為等に関する相談件数 

年度 件数 

令和２年度  553 

令和元年度  2,102 
    

累計（注１） 9,131 
（注１） 平成 25年４月から令和３年３月までの累計。 

（注２） 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談件数並びに情報提供件数を含む。 

 

(2) 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査 

公正取引委員会は，様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や

取引実態を把握するため，令和２年度において，1,430名の事業者及び 892

の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した（第２表参照）。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費税転嫁対策調査室 

電話 ０３－３５８１－３３７８（直通） 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/ 
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第２表：事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数 

年度 
件数 

事業者 事業者団体 

令和２年度 1,430 892  

令和元年度 1,648 559  
 

累計（注） 21,718 4,932 

   （注） 平成 25年 10月から令和３年３月までの累計。 

 

(3) 移動相談会 

公正取引委員会は，事業者にとって，より一層相談しやすい環境を整備

するため，全国各地で移動相談会を実施しており，令和２年度においては，

移動相談会を 30回実施した（第３表参照）。 

 

第３表：移動相談会の実施回数 

年度 回数 

令和２年度 30 

令和元年度 85 
 

累計（注） 418 

（注） 平成 25年度から令和２年度までの累計。 

 

(4) 書面調査 

ア 中小企業・小規模事業者等（売手側）に対する書面調査 

公正取引委員会は，転嫁拒否行為を受けた事業者にとって自らその

事実を申し出にくい場合もあると考えられることから，転嫁拒否行為

を受けた事業者からの情報提供を受身的に待つだけではなく，書面調

査を実施し，転嫁拒否行為に関する情報収集を積極的に行うこととし

ている。 

公正取引委員会では，令和２年度においても転嫁拒否行為を監視す

るため，令和２年５月以降，令和元年度に引き続き中小企業庁と合同

で，中小企業・小規模事業者等（約 280万名）に対する悉皆的な書面調

査を実施した。また，同年 10月以降，中小企業庁と合同で，個人事業

者（約 350万名）に対する悉皆的な書面調査を実施した。 

 

   イ 大規模小売事業者・大企業等（買手側）に対する書面調査 

公正取引委員会は，転嫁拒否行為に関する情報収集の観点から，令和

２年５月，大規模小売事業者・大企業等（約８万名）に対し，消費税転
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嫁対策特別措置法第 15条第１項に基づく報告義務を課した書面調査を

実施した。 

 

ウ 下請法の書面調査等の活用 

公正取引委員会は，「下請代金支払遅延等防止法」（昭和 31年法律第

120号。以下「下請法」という。）の書面調査等を通じて，転嫁拒否行為

に関する情報も併せて収集し，転嫁拒否行為に関する情報が得られた

場合には，速やかに調査を行うとともに，消費税転嫁対策特別措置法に

基づく調査において，下請法に違反する事実が判明した場合には，下請

法に基づき迅速かつ厳正に対処するなど，下請法と一体的に効率的な

運用を行っている。 

 

２ 転嫁拒否行為に対する処理状況 

(1) 勧告・指導件数 

公正取引委員会は，様々な情報収集活動によって把握した情報を踏ま

え，立入検査等の調査を積極的に実施しており，違反行為が認められた事

業者に対しては違反行為を取りやめさせるとともに，転嫁拒否行為に係

る不利益の回復などの必要な改善措置を講ずるよう，勧告又は指導を迅

速に行っている。 

令和２年度は，勧告５件，指導 280 件の措置を講じている（第４表参

照。消費税転嫁対策特別措置法施行後の勧告・指導件数の推移については，

参考参照。）。また，勧告した場合は，違反行為を行った特定事業者（注１）の

名称，違反行為の概要等を公表している（勧告の概要は別紙１，主な指導の

概要は別紙２参照）。 

なお，勧告・指導件数 285件の地区ごとの内訳は，第５表のとおりであ

る。 
（注１） 特定事業者とは，①大規模小売事業者，②特定供給事業者（注２）から継続して商品又

は役務の供給を受ける法人事業者である。 

（注２） 特定供給事業者とは，①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者，

②資本金等の額が３億円以下である事業者，個人事業者等である。 
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第４表：勧告・指導件数               ［単位：件］ 

年  度 令和２年度 令和元年度  累計（注１） 

措 
 

置 

勧   告 
５ 

《２》 

６ 

《０》 

 59 

《13》 

指   導 
280 

《15》 

743 

《18》 
 3,439 

《189》 

合   計 
285 

《17》 

749 

《18》 

 3,498 

《202》 

違反事実なし 113 130 
 

1,649 

（注１） 平成 25年 10月から令和３年３月までの累計。 

（注２） 《 》内の件数は，大規模小売事業者に対する勧告・指導件数で内数。 
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第５表：勧告・指導件数（285件）の地区ごとの内訳      ［単位：件（％）］ 

地   区  令和２年度 令和元年度 

 
累計 

（注１） 

北海道地区（北海道） 11（ 3.9） 31（ 4.1） 

 

134（ 3.8） 

東北地区（青森県，岩手県，宮城県，秋

田県，山形県，福島県） 
14（ 4.9） 46（ 6.1） 

 

183（ 5.2） 

関東甲信越地区（茨城県，栃木県，群馬

県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，

新潟県，山梨県，長野県） 

140（49.1） 341（45.5） 

 

1,505（43.0） 

中部地区（富山県，石川県，岐阜県，静

岡県，愛知県，三重県） 
20（ 7.0） 74（ 9.9） 

 

399（11.4） 

近畿地区（福井県，滋賀県，京都府，大

阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県）  
41（14.4） 128（17.1） 

 

523（15.0） 

中国地区（鳥取県，島根県，岡山県，

広島県，山口県） 
17（ 6.0） 47（ 6.3） 

 

242（ 6.9） 

四国地区（徳島県，香川県，愛媛県，

高知県） 
12（ 4.2） 21（ 2.8） 

 

 144（ 4.1） 

九州地区（福岡県，佐賀県，長崎県，熊

本県，大分県，宮崎県，鹿児島県） 
26（ 9.1） 53（ 7.1） 

 

321（ 9.2） 

沖縄地区（沖縄県） ４（ 1.4） ８（ 1.1） 

 

47（ 1.3） 

合計  285（ 100） 749（ 100） 

 

3,498（ 100） 

（注１） 平成 25年 10月から令和３年３月までの累計。 

（注２） 勧告又は指導の対象となった特定事業者の本店所在地により区分している。 

（注３） 地区ごとの運用状況等については別途公表することとしている。 

（注４） （ ）内の数値は合計値に占める割合であり，小数点以下第２位を四捨五入しているため，その合計

は必ずしも 100とならない。 
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(2) 勧告・指導件数の業種別内訳 

令和２年度に勧告又は指導の対象となった特定事業者について，業種

別に分類すると，製造業が 49 件（17.2％）と最も多く，建設業 40 件

（14.0％），情報通信業 27件（9.5％）がこれに続いている（第６表及び

第１図参照）。 

 

第６表：勧告・指導件数の内訳（業種別）        ［単位：件（％）］ 

業種 令和２年度 令和元年度     累計（注１） 

建設業  40（14.0）  86（11.5） 
 

 414（11.8） 

製造業 49（17.2） 107（14.3） 
 

 788（22.5） 

情報通信業  27（ 9.5）  55（ 7.3） 
 

 298（ 8.5） 

運輸業  12（ 4.2）  26（ 3.5） 
 

182（ 5.2） 

卸売業  13（ 4.6）  57（ 7.6） 
 

 244（ 7.0） 

小売業  25（ 8.8）  85（11.3） 
 

394（11.3） 

不動産業  21（ 7.4）  69（ 9.2） 
 

201（ 5.7） 

技術サービス業  12（ 4.2）  19（ 2.5） 
 

156（ 4.5） 

学校教育・ 

教育支援業 
 14（ 4.9）  14（ 1.9） 

 
 84（ 2.4） 

その他 72（25.3） 231（30.8） 
 

737（21.1） 

合計 285（ 100） 749（ 100） 
 
3,498（ 100） 

（注１） 平成 25年 10月から令和３年３月までの累計。 

（注２） 複数の業種にわたる場合は，当該事業者の主たる業種により分類している。「そ

の他」は娯楽業，金融・保険業等である。 

（注３） （ ）内の数値は合計値に占める割合であり，小数点以下第２位を四捨五入して

いるため，その合計は必ずしも 100とならない。
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第１図：勧告・指導件数（285件）の業種別内訳 

 
 

 

 

(3) 勧告・指導件数の行為類型別内訳 

令和２年度の勧告・指導件数（285件）について行為類型別に件数を集計

すると，減額（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号前段）が 40 件

（14.0％），買いたたき（同法第３条第１号後段）が 278件（97.5％），本体

価格での交渉の拒否（同法第３条第３号）が３件（1.1％）となっている（第

７表及び第２図参照）。 

 

第７表：勧告・指導件数の内訳（行為類型別）      ［単位：件（％）］ 

行為類型 令和２年度 令和元年度     累計（注１） 

減額 40（14.0）  218（29.1）  
 

 390（11.1） 

買いたたき 278（97.5） 668（89.2）  
 

3,077（88.0） 

役務利用又は 

利益提供の要請 
０（ 0.0） 21（ 2.8）  

 
 70（ 2.0） 

本体価格での 

交渉の拒否 
３（ 1.1） 21（ 2.8）  

 
 275（ 7.9） 

勧告・指導件数 
（注２） 

285 749 
 

3,498 

（注１） 平成 25年 10月から令和３年３月までの累計。 

（注２） 「勧告・指導件数」は，第４表参照。１事業者に対して複数の行為について勧告又は指

導の措置を採っている場合があるため，各行為類型の件数の合計値は，「勧告・指導件数」

と一致しない。 

（注３） （ ）内の数値は，勧告・指導件数に占める割合であり，小数点以下第２位を四捨五入

しているため，その合計は 100とならない。 

 

［単位：件（％)］ 

建設業 

40（14.0） 

情報通信業 

27（9.5） 

卸売業 

13（4.6） 

学校教育・教育支援業 

14（4.9） 不動産業 

21（7.4） 

運輸業 

12（4.2） 

技術サービス業 

12（4.2） 

小売業 

25（8.8） 

製造業 

49（17.2） 
その他 

72（25.3） 
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第２図：勧告・指導件数（285件）の行為類型別内訳 

  ［単位：件（構成比％）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１） １事業者に対して複数の行為について勧告又は指導の措置を採っている場合があ

るため，各行為類型の件数の合計値は，勧告・指導件数 285件と一致しない。 

（注２） （ ）内の数値は，勧告・指導件数に占める割合。 

 

(4) 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況 

令和２年度において，転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利

益については，特定事業者 279 名から，特定供給事業者 46,504 名に対し，

総額７億 3257 万円の原状回復が行われた（第８表参照。消費税転嫁対策特

別措置法施行後の原状回復額の推移については，参考参照）。行為類型別の

原状回復の状況は第９表のとおりである。また，原状回復額に関し，転嫁拒

否行為を行った特定事業者について，業種別にみると，小売業が最も多く（１

億 6873 万円，23.0%），製造業（１億 296 万円，14.1％），運輸業（9085 万

円，12.4％）がこれに続いている（第３図参照）。 
 

第８表：特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況 

年度 
原状回復を行った

特定事業者数 

原状回復を受けた

特定供給事業者数 
原状回復額（注２） 

令和２年度 279名 46,504名 ７億 3257万円 

令和元年度 276名 68,951名 38億 2122万円 
 

 累計（注１） 2,039名 276,515名 81億 9461万円 

（注１） 平成 26年４月から令和３年３月までの累計。 

（注２） 原状回復額は１万円未満を切り捨てている。 
 

第９表：行為類型別の原状回復の状況 

行為類型 年度 
原状回復を行った

特定事業者数 

原状回復を受けた

特定供給事業者数 
原状回復額（注３） 

減額 
令和２年度 35名 1,861名 7220万円 

令和元年度 30名 22,067名 7988万円 

買いたたき 
令和２年度 274名 44,643名 ６億 6037万円 

令和元年度 262名 46,884名 37億 4133万円 

合計 
令和２年度 309名 46,504名 ７億 3257万円 

令和元年度 292名 68,951名 38億 2122万円 
 

累計（注１） 2,145名 276,578名 81億 9461万円 
（注１） 平成 26年４月から令和３年３月までの累計。 

（注２） 特定事業者数及び特定供給事業者数は延べ数であり，合計の値は第８表に記載の事業者数とは必ず

しも一致しない。 

（注３） 原状回復額は１万円未満を切り捨てている。 

買いたたき  

本体価格での 

交渉の拒否 

減額 

 
40（14.0） 

 278（97.5） 

３（1.1） 
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   第３図：原状回復額（７億 3257万円）の業種別内訳 ［単位：万円,（％）］ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

第２ 転嫁拒否行為の未然防止のための取組 

公正取引委員会は，消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的とし

て，消費税転嫁対策特別措置法の周知等，転嫁拒否行為を未然に防止するため

の各種の施策を実施している。 
 

 １ 消費税転嫁対策特別措置法に係る説明会の開催及び講師派遣 

公正取引委員会は，消費税転嫁対策特別措置法に係る説明会の開催や，講師

の派遣を実施しているところ，令和２年度は，30 回の説明会を実施するとと

もに（第 10表参照），商工会議所，商工会，事業者団体等が開催する説明会に，

当委員会の職員を講師として１回派遣した（第 11表参照）。 

 

 

第 10表：公正取引委員会主催説明会の実施回数 

年度 回数 

令和２年度 30 

令和元年度 74 
 

累計（注） 353 

   （注）平成 25年度から令和２年度までの累計。 

  

 

 

 

※  転嫁拒否行為を行った特定事業

者の主たる業種によって分類 

技術サービス業 

340（0.5） 

製造業 

10,296

（14.1） 

その他 

13,062（17.8） 

卸売業 

 2,364（3.2） 

小売業 

16,873（23.0） 

情報通信業 

  8,905（12.2） 

学校教育・ 

教育支援業 

1,363（1.9) 

建設業 

4,654（6.4） 

運輸業 

9,085（12.4） 

不動産業 

  6,311（8.6） 
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第 11表：講師の派遣回数 

年度 回数 

令和２年度 １ 

令和元年度 59 
 

累計（注） 638 

  （注）平成 25年度から令和２年度までの累計。 

 

 ２ 消費税転嫁対策特別措置法に係る eラーニング資料の公開 

   新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，前記１の説明会への参加を見

合わさざるを得ない事業者が存在する可能性等を考慮し，事業者がいつでも消

費税転嫁対策特別措置法の内容を学ぶ機会を提供するため，同法に係る e ラー

ニング資料（音声解説付）を作成し，ウェブサイト上に公開した。 

 

３ 事業者等向けパンフレットの配布 

公正取引委員会は，消費税転嫁対策特別措置法等の内容を分かりやすく説明

したパンフレット「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために」を関係省庁と協力

して改訂し，転嫁拒否行為のよくある違反事例の概要等を紹介したパンフレッ

ト「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」と併せて，全国の商工会議所，商

工会，地方公共団体等に約 40万部配布した。 

 

４ 公正取引委員会ウェブサイトの活用 

(1) 「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問」の掲載 

   公正取引委員会は，前記３の事業者等向けパンフレット等の各種資料の

ほか，消費税転嫁対策特別措置法の運用を踏まえて，「消費税の転嫁拒否等

の行為に関するよくある質問」を作成の上，当委員会ウェブサイトの「消費

税転嫁対策コーナー」に掲載している。 

   令和２年度においては，「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質

問」に請負単価（税込み）の端数処理（四捨五入）に関する質問を追記した。 

 

(2)  インターネットによる申告等の対応 

   新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，事業者が，いつでも電子

的手段により消費税転嫁対策特別措置法の違反被疑情報を申し出ることが

できるよう，電子申告窓口を開設した。 

 

５ マスメディアを利用した集中的な広報の実施 

  公正取引委員会は，転嫁拒否行為が禁止されていること，転嫁拒否行為に対

して当委員会が厳しく監視していること及び転嫁拒否行為に関する積極的な

情報提供を求めていることを広く周知するため，各種媒体を活用した事業者

向け広報を実施している。 
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令和２年度においては，令和元年度に引き続き，新聞，雑誌，バナー広告等

を活用した事業者向け広報を実施し（６月），転嫁拒否行為が禁止されているこ

と等を積極的に周知した（別紙３参照）。  

 

第３ 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出 

   消費税転嫁対策特別措置法は，令和３年３月 31 日までの消費税の円滑かつ

適正な転嫁を確保するため，事業者又は事業者団体が行う，消費税の転嫁の方

法の決定に係る共同行為（転嫁カルテル）及び消費税についての表示の方法の

決定に係る共同行為（表示カルテル）について，公正取引委員会に事前に届け

出ることにより独占禁止法に違反することなく行うことができるものとして

いた。 

令和２年度においては，転嫁カルテルの届出を１件受け付けた。平成 25 年

10 月から令和３年３月末までに，転嫁カルテルについては 203 件，表示カル

テルについては 140件の届出を受け付けている。 

また，届出の方法等について，令和２年度においては，２件の相談に対応し

た（別紙４参照）。 

 

第４ 消費税転嫁対策特別措置法の失効に関する取組 

消費税転嫁対策特別措置法は，令和３年３月 31日をもって失効したが，同

法の失効後における転嫁拒否行為に関して，特に注意すべき点について，独占

禁止法及び下請法の考え方をＱ＆Ａ形式で示した「消費税転嫁対策特別措置

法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法

の考え方に関するＱ＆Ａ」を作成し，消費税転嫁対策コーナーに掲載した（な

お，消費税転嫁対策特別措置法の失効後における転嫁拒否行為に対する取組

については，後記第５の１を参照。）。 

 

第５ 今後の取組 

   消費税転嫁対策特別措置法は，令和３年３月 31日をもって失効したが，同

法附則第２条第２項の規定に基づき，同法の失効前に行われた違反行為に対

する，調査，指導，勧告等の規定については，失効後もなお効力を有するとさ

れている。公正取引委員会としては，消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する

観点から，同法に基づき，引き続き，以下のとおりの取組を行っていく。 

 

 １ 消費税転嫁対策特別措置法の失効後における転嫁拒否行為に対する取組 

   消費税転嫁対策特別措置法附則第２条第２項の規定に基づき，失効前に行

われた転嫁拒否行為に対しては，引き続き同法に基づいて，迅速かつ厳正に対

処していく。 

   なお，同法の失効後に行われた転嫁拒否行為についても，独占禁止法違反又

は下請法違反が認められた場合には，厳正に対処することとなる。 
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 ２ 書面調査の実施 

   令和３年度においても，同法の失効前に行われた転嫁拒否行為に関する情

報を収集するため，５月以降，中小企業庁と合同で，中小企業・小規模事業者

等（約 280 万名）及び個人事業者（約 350 万名）に対する悉皆的な書面調査

を実施していく。 

 

 ３  転嫁拒否行為についての相談対応  

   公正取引委員会は，引き続き，本局及び全国の地方事務所等に設置した相談

窓口において，事業者から寄せられる消費税転嫁対策特別措置法の失効前に

行われた又は失効前から継続して行われている転嫁拒否行為に係る相談や情

報提供に適切に対応していく。  
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消費税転嫁対策特別措置法施行後の勧告・指導件数及び原状回復額の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 参考  
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勧告事件（５件） 

（令和２年４月～令和３年３月） 

 

 

①  株式会社はるやまホールディングスに対する件（令和２年６月 10 日） 

特 定 事 業 者 株式会社はるやまホールディングス 

事 業 内 容  自社の子会社の戦略立案及び統括管理等 

取 引 の 内 容  店舗等の賃借 

違反行為の概要 

【買いたたき（第３条第１号後段）】 

店舗等の賃貸人の一部に対し，平成 26年４月分から平成 29

年１月分までの賃料について，消費税率引上げ分を上乗せせ

ずに据え置いて支払った。 

原 状 回 復 額  特定供給事業者 34名に対し，総額 1700万 8693円 
（注１）株式会社はるやまホールディングスは，平成 29年１月３日まで衣料品等の小売業

を営んでおり，同月４日からはるやま商事株式会社が同事業を承継。 

（注２）事件の詳細については，以下のリンク先を参照。 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/jun/200610kankoku.html 

 

 

②  はるやま商事株式会社に対する件（令和２年６月 10 日） 

特 定 事 業 者 はるやま商事株式会社 

事 業 内 容 衣料品等の販売 

取 引 の 内 容 店舗等の賃借 

違反行為の概要 

【買いたたき（第３条第１号後段）】 

店舗等の賃貸人の一部に対し， 

① 平成 29年２月分以後の賃料について，株式会社はるやま

ホールディングスが消費税率引上げ分を上乗せせずに据え

置いた上記賃料と同額の賃料を支払った。 

②  令和元年 10月分以後の賃料について，消費税率引上げ分

を上乗せせずに据え置いて支払った。 

原 状 回 復 額 特定供給事業者 33名に対し，総額 1676万 8602円 
（注）事件の詳細については，以下のリンク先を参照。 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/jun/200610kankoku.html 

 

 

③  株式会社さとふるに対する件（令和２年６月 26 日） 

特 定 事 業 者 株式会社さとふる 

事 業 内 容 ふるさと納税ポータルサイトの企画・運営等 

取 引 の 内 容 返礼品の調達 

違反行為の概要 

【買いたたき（第３条第１号後段）】 

返礼品提供事業者の一部に対し，令和元年 10月１日以後に

供給を受けた返礼品の単価について，消費税率引上げ分を上

乗せせずに支払った。 

原 状 回 復 額 特定供給事業者 824名に対し，総額 491万 9545円 

 別紙１ 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/jun/200610kankoku.html
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（注）事件の詳細については，以下のリンク先を参照。 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/jun/200626kankoku.html 

 

 

④  株式会社ダイサンに対する件（令和２年８月３日） 

特 定 事 業 者 株式会社ダイサン 

事 業 内 容 足場等の仮設機材の製造販売，組立・解体工事業等 

取 引 の 内 容 足場取付等業務の委託 

違反行為の概要 

【買いたたき（第３条第１号後段）】 

足場取付等業務を委託している個人事業者に対し，平成 26

年４月１日以後及び令和元年10月１日以後の当該業務の単価

について，それぞれ同日前の単価にそれぞれ同日における消

費税率引上げ分を上乗せした額から１円未満の端数を切り捨

てた額に定め，当該単価に一定期間の施工数量等を乗じた額

を支払うことにより，消費税率引上げ分を上乗せした額より

も低い額を当該業務の対価として支払った。 

原 状 回 復 額 特定供給事業者 391名に対し，総額 5098万 5114円 
（注）事件の詳細については，以下のリンク先を参照。 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/aug/200803kankoku.html 

 

 

⑤  カトーレック株式会社に対する件（令和２年 12 月 10日） 

特 定 事 業 者 カトーレック株式会社 

事 業 内 容 貨物自動車運送事業等 

取 引 の 内 容  配送業務の委託 

違反行為の概要 

【買いたたき（第３条第１号後段）】 

配送業務を委託している委託配送業者に対し，平成 26 年４

月１日以後及び令和元年 10 月１日以後の当該業務の報酬単価

又は月額報酬について，それぞれ消費税率引上げ分を上乗せせ

ずに当該業務の委託料を支払った。 

原 状 回 復 額 特定供給事業者 345名に対し，総額 8018万 4846円 
（注）事件の詳細については，以下のリンク先を参照。 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/dec/201210kankoku.html 
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主な指導事例 

（令和２年４月～令和３年３月） 

 

 

１ 減額（第３条第１号前段） 

① 不動産取引業等を営むＡ社は，建築工事を委託している事業者（特定供給事業

者）に対し，委託代金を本体価格で定めているところ，平成 31 年４月から令和

元年９月にかけて契約し，令和元年 10 月１日以後に引渡しを受けた工事につい

て，本体価格に旧税率（８％）を適用して支払うことにより，本体価格に新税率

（10％）を適用した消費税込みの金額から減じていた。 

 

② 大規模小売事業者であり，日用品及び食料品の小売業を営むＢ社は，商品の納

入業者（特定供給事業者）に対し，仕入代金を本体価格で定めているところ，令

和元年 10 月１日以後，軽減税率（８％）の適用対象外となっている食玩につい

て，本体価格に食料品と同じ税率（８％）を適用して支払うことにより，本体価

格に標準税率（10％）を適用した消費税込みの金額から減じていた。 

 

③ 老人福祉・介護事業を営むＣ社は，平成 27 年から相談対応業務を委託してい

る事業者（特定供給事業者）に対し，委託代金を本体価格で定めているところ，

取引開始以来，本体価格に消費税相当額を上乗せせず支払うことにより，消費税

相当額を減じていた。 

 

④ スポーツクラブを運営するＤ社は，スポーツ指導業務を委託している事業者

（特定供給事業者）に対し，委託代金を本体価格で定めているところ，平成 26

年４月１日以後も本体価格に旧税率（５％）を適用して支払うことにより，本体

価格に新税率（８％又は 10％）を適用した消費税込みの金額から減じていた。 

 

⑤ 大規模小売事業者であり，衣料品等の通信販売業を営むＥ社は，商品の納入業

者（特定供給事業者）に対し，仕入代金を本体価格で定めて月単位で支払うこと

としているところ，平成 26 年４月以後，納品商品又は発注伝票ごとに本体価格

に消費税率を乗じて１円未満の端数を切り捨てた額を消費税相当額として支払

うことにより，支払対象期間の本体価格の合計額に消費税率を乗じて得られた消

費税相当額から，その一部を減じていた。 

 

⑥ スポーツチームを運営するＦ社は，イベント出演に係る業務を委託している事

業者（特定供給事業者）に対し，委託代金を本体価格で定めているところ，令和

元年 10 月以後，本体価格に消費税相当額を上乗せせず支払うことにより，消費

税相当額を減じていた。  

 

別紙２ 
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⑦ 呉服小売業を営むＧ社は，商品の納入業者（特定供給事業者）に対し，仕入代

金の支払いに当たり，平成 26年４月以後，「歩引き」と称して，本体価格に消費

税相当額を加えた額から８％分（令和元年 10月以後は 10％分）減じて支払った。 

 

 

２ 買いたたき（第３条第１号後段） 

① システム開発業を営むＨ社は，システムの構築・運用支援等業務を委託してい

る事業者（特定供給事業者）に対し，令和元年 10 月１日以後の消費税込みの委

託代金について，消費税率の引上げ分を上乗せした額よりも低く定め，又は消費

税率の引上げ分を上乗せすることなく，据え置いていた。 

 

② 研究開発を行うＩ法人は，技術支援業務を委託している事業者（特定供給事業

者）に対し，平成 26年４月１日又は令和元年 10月１日以後の消費税込みの委託

代金について，消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，据え置いていた。 

 

③ 貨物自動車運送事業を営むＪ社は，運送業務を委託している事業者（特定供給

事業者）に対し，委託代金とは別建てで支払うこととしている令和元年 10 月１

日以後の消費税込みの有料道路の利用料について，消費税率引上げに伴う料金改

定が行われたにもかかわらず反映することなく，据え置いていた。 

 

④ オンラインゲームを運営するＫ社は，イベントの運営業務を委託している事業

者（特定供給事業者）に対し，令和元年 10 月１日以後の消費税込みの委託代金

について，消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，据え置いていた。 

 

⑤ 証明書用写真サービス事業を営むＬ社は，自動証明写真機の管理に係る業務を

委託している事業者（特定供給事業者）に対して支払う平成 26 年４月１日又は

令和元年 10 月１日以後の消費税込みの委託代金について，消費税率引上げ分を

上乗せすることなく，据え置いていた。 

 

⑥ 高等教育機関であるＭ法人は，講師業務を委託している事業者（特定供給事業

者）に対し，平成 26 年４月１日以後の消費税込みの委託代金について，消費税

率の引上げ分を上乗せすることなく，据え置いていた。 

 

⑦ 配達飲食サービス業を営むＮ社は，食材等の商品を供給している事業者（特定

供給事業者）に対し，平成 26 年４月１日以後の消費税込みの商品の対価につい

て，消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，据え置いていた。 

 

⑧ エンジニア派遣業を営むＯ社は，顧客から請け負った技術提供サービスを再委

託しているフリーランスのエンジニア（特定供給事業者）に対し，顧客から受け

取る消費税抜きの受託料に一定率を乗じた額を消費税込みの委託代金として支
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払っているところ，令和元年 10 月１日以後の消費税込みの委託代金について，

消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，同日前の計算方法を維持することに

より，据え置いていた。 

 

⑨ 出版業を営むＰ社は，編集等の業務を委託している事業者（特定供給事業者）

に対し，令和元年 10 月１日以後の消費税込みの委託代金について，消費税率引

上げ前の対価よりも低く定めていた。 

 

⑩ 農業用機械の製造業を営むＱ社は，製品の組立て業務を委託している事業者

（特定供給事業者）に対し，平成 26 年４月１日以後の消費税込みの委託代金に

ついて，消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，据え置いていた。 

 

⑪ 粗大ごみの回収・処理事業を行うＲ市は，粗大ごみの収集運搬業務を委託して

いる事業者（特定供給事業者）に対し，令和元年 10 月１日以後の消費税込みの

委託代金について，消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額

よりも低く定めていた。 

 

 

３ 本体価格での交渉の拒否（第３条第３号） 

① 法定講習等の実施機関であるＳ法人は，講師業務を委託している事業者（特定

供給事業者）との価格交渉において，平成 26 年４月１日以後，消費税額の記載

欄のない様式の請求書を指定すること，端数が出ないよう見積りは税込価格で提

出することを求める文書を交付すること，及び特定供給事業者からの本体価格で

交渉を行いたい旨の申出を断ることにより，本体価格での交渉を拒んでいた。 
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転嫁カルテル及び表示カルテルの届出状況（令和３年３月まで） 
 
 
 

１ 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出件数          ［単位：件］ 

 

令和２年度 令和元年度  累計（注１） 

 
うち政令

指定組合

(注２) 
 

うち政令

指定組合

(注２) 

 
 

うち政令

指定組合

(注２) 

転嫁カルテル １ ０ ８ ０  203 32 

表示カルテル ０ ０ ０ ０  140 25 

合計 １ ０ ８ ０  343 57 
（注１） 平成 25年 10月から令和３年３月までの累計。 

（注２） 消費税転嫁対策特別措置法第 13条第２項に基づき主務大臣への通知を要する

組合からの届出である。 

 

２ 業種別届出件数                                       ［単位：件］ 

 

転嫁カルテル 表示カルテル  累計（注１） 

令 

和 

２ 

年 

度 

令 

和 

元 

年 

度 

令 

和 

２ 

年 

度 

令 

和 

元 

年 

度 

 転 

嫁 

カ 

ル 

テ 

ル 

表 

示 

カ 

ル 

テ 

ル 

 

製造業 ０ １ ０ ０  96 79 175 

卸売業 ０ １ ０ ０  60 49 109 

小売業 ０ ４ ０ ０  55 45 100 

サービス業 １ ３ ０ ０  52 22 74 

その他 ０ ０ ０ ０  29 10 39 

合計 １ ９ ０ ０  292 205 497 

（注１） 平成 25年 10月から令和３年３月までの累計。 

（注２） 複数の業種にわたる場合の届出があるので，年度合計の数字は上記「１」に記

載の届出件数と一致しない。 
（注３） 「その他」の業種は，運輸業，建設業等である。 

 

３ 届出に関する相談件数 

年度 回数 

令和２年度 ２ 

令和元年度 26 
 

累計（注） 1,341 
（注）  平成 25年 10月から令和３年３月までの累計。 
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